


　松伏町は、国内初の純国産カレー粉の製造に成功し、日本にカレーやスパイスを普及させた
エスビー食品（株）の創業者、山崎峯次郎氏のふるさとです。このことから、松伏町では
カレーを活用して町内外へPRし、町の認知度向上、魅力の発信を行います!!
　松伏町を「カレーのまち」として、みんなで盛り上げましょう！

松伏2431-1

992-1266
11：00～14：30
17：00～19：30
火の午後、水

3台

松伏638

991-6760

10：00～19：00

日、祝日

2台

松伏2473

991-2607

10：00～19：00

木、日、祝日

5台

松伏369-6

992-4630
11：00～15：00
17：00～20：00
火

1台

ゆめみ野6-17-2

991-6963

11：00～21：00

木

5台

そば処 司庵　 ホームべーカリー
チャコス  鳥　久 まるか家 きそば なかだ

カレー南ばん　￥760 キーマカレーコロッケ　￥87

役場の目の前に店を構え、落ち着
いた雰囲気のお蕎麦屋さん。
そばもおつゆも自家製で心温まる
やさしい味。

三匹の子ぶたとピンクの看板が目
印の根強いファンが多い地元のパ
ン屋さん。揚げずに、ヘルシーな焼
きカレーパンをどうぞ。

優しい笑顔の店主が創り出すアッ
トホームなお蕎麦屋さん。
人柄の良さと心温まる懐かしい味
が待っています。

住宅地にあるご夫婦で営まれてい
るお蕎麦屋さん。
食べごたえのあるカツにくつろげ
る空間で、お腹も心も大満足！

店先からただよう香りにつられ、多
くのファンが足しげく通うお店。
外はカリッ、中はホクホク。
今日の夕食にいかがですか？

そば処　司庵 鳥　久

ホームべーカリー
チャコス

 まるか家 きそば　なかだ

僕のLINEスタンプ発売中！
詳しくはP.18をみてね

皆さんのお気に入りは？
登録店は、黄色いのぼりが目印♪

01

02

01 02 03 04 05

04 05

03

江戸川橋

　松伏町は、国内初の純国産カレー粉の製造に成功し、日本にカレーやスパイスを普及させた
エスビー食品（株）の創業者、山崎峯次郎氏のふるさとです。このことから、松伏町では
カレーを活用して町内外へPRし、町の認知度向上、魅力の発信を行います!!

江戸川橋

北部
サービスセンター

まつぶし
緑の丘公園

松伏
総合公園

松伏小

金杉小

役場
松伏第二小

06

10

04

05

02
09

01
03

08

07

11

☎ ☎ ☎ ☎ ☎ 

松伏町制
50 周年事 業

　" カ
レーの

まち " 松伏を食べ尽くそう

そば処　司庵

焼きカレーパン　￥172 昔ながらのカレー南ばん　￥750 カツカレーライス　￥1,000
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登録店は、黄色いのぼりが目印♪

AKB48 チーム8
埼玉県代表
髙橋彩音
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期間：10月1日(火)〜12月27日(金)
　期間中、「松伏ふるさとカレー」登録店舗で対象商品
を購入された方に、1店舗１個スタンプ押印します。
スタンプを集めると抽選で豪華景品が当たります！
また、応募者（スタンプ５店舗以上）全員に素敵な景品
もプレゼント♪
●参加用紙は、「松伏ふるさとカレー」登録店舗または
町ホームページからGETしてね♪

　　エスビースパイス工業株式会社
　エスビー食品グループの一員で、
松伏町にある埼玉工場では、瓶入りカ
レー粉やチューブ入り香辛料（わさび
やしょうが等）等の製造を行なってい
ます。ぜひ、松伏町で作られた商品を
スーパーなどで探してみてください。

松伏ふるさとカレー　スタンプラリー
＜＜ 松伏ふるさとカレー協賛企業ご紹介 ＞＞

築比地1449-7

992-0487
11：00〜21：00

（20：00ラストオーダー）

月（月が祝日の場合火）

30台

ゆめみ野4-1-17

992-0290

9：00〜19：00

月、第1日

3台

ゆめみ野6-1-50

992-4911

8：30〜19：00

月（月が祝日の場合火）

3台

松伏1999-9

972-5656

11：00〜14：00
（昼は平日のみ、土日は事前TEL）
17：00〜24：00

無　　4台

金杉1511-2

992-0123
11：30〜14：00
17：00〜21：00
火、臨時休業あり

10台

上赤岩864-1

940-3307

10：00〜18：00
（17：30ラストオーダー）
（カレーは11：30〜
14：30ランチのみ）
月、第1火　　7台

そば処 桂 ブランジェ・
アプレ

プードル
洋菓子店

気まぐれダイニング松伏
MACHIBUSE

うなぎ料理専門店
川　昌 3café

笑顔が素敵な店主と女将さん。
伝統の味を受け継ぐ自慢の
絶品ダシを召し上がれ！

学校給食にもでる米粉コッペパン
や５つの推奨特産品は絶品!
パン作りをこよなく愛し、
幅広い世代に人気の
　パン屋さん。

珍しい馬肉のパティが入った、馬ー
ガーは、ボリュー ムたっぷり。
お子様連れも大歓迎！
ぜひご賞味あれ！

店内はかわいらしく落ち着いた雰
囲気のカフェごはん屋さん。
コーヒーを飲みながら素敵なひと
時を。

テレビ取材等も多数の町の人気
店。うなぎ料理専門店の金のド
ライカレー、自分へのご褒美
にいかがですか？

70～80種類の商品は全て店主が
お店で手作り。
まつぶし逸品や推奨特産品も取り
扱う町の洋菓子店です。

そば処　桂 プードル洋菓子店

ブランジェ・アプレ 3café

うなぎ料理専門店
川　昌

気まぐれダイニング松伏
M A C H I B U S E
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住所　　電話番号　　営業時間　　定休日　　駐車場
※金額は税込価格

☎ 

　　株式会社菅野製麺所 松伏工場
　昭和24年創業から長年培ってき
たノウハウを活かし、多種多様な麺
を製造して、たくさんの専門店に提
供しています。毎月第4金・土曜日

（変更の場合あり）に「麺市場」（営業
所 松伏972-1　　 ）を開催。

チーズカレーミニブレッド  ￥270

カレー南ばん 　￥1,056 金のドライカレー　￥1,400カレーマフィン　￥194

カレー馬―ガー　￥500
かつカレー（ランチ・ドリンク付）￥950

1 2

3
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問合せ 
環境経済課 ☎991-1854 松伏町商工会 ☎992-1771



　 

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一
定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に
上乗せして支給されるものです。（初回の支払いは12月中旬）
■対象

■請求手続き
①平成31年4月1日以前から老齢・障害・遺族基礎年金を受
給している方
 　日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。同封
のハガキ（給付金請求書）を記入し提出してください。
②平成31年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金を受給
しはじめた方
　年金の請求手続きと併せて、年金事務所又は市区町村で
請求手続きをしてください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
口座番号をお聞きしたり手数料などの金銭を求めたりすることはありません。

老齢基礎年金を受給している方
（以下の要件をすべて満たしている必要があります）
・65歳以上である
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
・ 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

（次の要件を満たしている必要があります）
・前年の所得額が約462万円以下である

　教育委員会では松伏町の原始時代から現
代に至る歴史を調査して、「松伏町史」とい
う本にまとめて未来に残す町史編さん事業
を実施しています。この事業の会議や調査
結果等（平成31年3月から令和元年8月開催
分）をお知らせします。
■事業報告（会議等報告）
　町史編集委員会（2月：自然編の仕様協議、
各部会事業計画）/考古部会（5月：縮尺率協
議・進捗状況確認）/古代中世部会（6・7月：
板碑調査・進捗状況確認）/近世部会（6月：
章節項見直し・史料選択作業）/近現代部会

（4月：分類項目見直し、町内巡検、毎月史料
選択作業）/自然部会（5月・7月：自然編体裁
協議・進捗状況確認）/石造物絵馬部会（3月
～8月：大川戸・
金 杉 地 区 神 社
内調査、石造物
調査、蓮福寺絵
馬調査）（写真）

「松伏町史 文化財編 仏像」を販売中
（定価3,000円）
　町内に受け継がれた仏像等340点収録

10月27日（日）は参議院議員補欠選挙の投票日です
＜投票時間 7：00～20：00＞

10月1日 年金生活者支援
給付金制度がはじまります

松伏町史編さん
事業について

■不在者投票について
　身体に重度の障がいがある方や、要介護
認定を受けていて一定の条件を満たす方
は、ご自宅で郵便による「不在者投票」がで
きます。不在者投票を行うためには別途手
続きが必要となりますので、希望される方
は早めに申請してください。
■開票について

▶日時　10月27日（日）20:50～
▶場所　松伏第二小学校体育館

■投票・開票速報 
　町ホームページで確認できます。
　投票速報　10月27日（日） 9：00頃～
　開票速報　10月27日（日） 22：10頃～

■投票できる方
　平成13年10月28日までに生まれた方で、令和元年７月９日
までに転入の届出をし、引き続き松伏町の住民基本台帳に登録
されている方。
■入場整理券の送付
　有権者に送付する入場整理券には、投票所や投票時間が記載
されています。ご確認のうえ、指定された投票所へ入場整理券を
ご持参し、投票してください。
■期日前投票について
　投票日の当日、仕事や旅行などにより、入場整理券に記載され
た投票所での投票ができない方は「期日前投票」ができます。
　
▶期　間　10月11日（金）～26日（土）
▶時　間　8:30～20:00
▶場　所　役場第二庁舎3階　301会議室
▶持ち物　 入場整理券（事前に宣誓書の欄を記入しておくと、

受付時間を短縮できます）
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問合せ 選挙管理委員会（総務課内） 
☎991-1893

問合せ 住民ほけん課 国保年金担当 ☎991-1870
　　　 給付金専用ダイヤル    ☎0570-05-4092

問合せ 教育文化振興課 社会教育担当
☎991-1873



小規模特認校制度ってどんな制度？
　少人数による教育の良さを生かし、児童一人ひと
りに目が行き届いたきめ細かな指導や自然と文化を
生かした体験活動など、特色ある教育活動を展開す
る小規模校に町内全域から通学できる制度です。
どんな特色のある教育活動を行っているの？
★ 全校児童188名、9学級（9月1日現在）の小規模校
★ 家庭・地域と連携した

豊富な体験活動
★ 教育支援員を手厚く

配置して1つの学級を
2人の先生で指導する
ティーム・ティーチング

★ 外国人語学指導助手が常駐し児童が目と耳と心
で英語に触れることができる環境など

入学・通学の条件は？
１　金杉小学校の教育活動に賛同すること
２　卒業まで通学できること
３　 通学は金杉小学校と協議の上、保護者の負担と

責任において行うこと
４　金杉小学校のＰＴＡ活動に賛同し協力すること
なお、特認校制度による年度途中の通学区域外からの受入れは行いません。

  21世紀は「人権の世紀」といわれ、様々な人
権活動をする中で、埼葛12市町の全児童・生
徒が参加し、人権に思いを寄せた「10万人メッ
セージ」や「10万羽の折鶴（平成23年度から作
成：累計924,557羽）」を会場内に展示します。
▶ 日時　 10月10日（木）9：30～16：00　
　　　　※歓迎行事・受付：9：00～
▶ 場所　 幸手市民文化体育館　アスカル幸手
　　　　（幸手市大字平須賀2380－1）
▶ 内容　 児童・生徒による和太鼓や鼓笛隊、市

民団体によるイングリッシュハンド
ベル、音楽バンド、特別支援学校及び特
別支援学級・埼葛12市町の人権に関す
る展示、福祉施設等の物品販売など

▶ 主催　人権啓発推進埼葛実行委員会
問合せ
企画財政課 人権推進担当 ☎991-1815
教育文化振興課 社会教育担当 ☎991-1873

▶対象　 町内在住の65歳以上の方で、原則として１コー
ス全８回を毎回通える方

▶ 定員　 各回20名　▶ 費用　 無料
▶ 持ち物　 ⑤会場の方は履物
▶ 申込み　 10月1日(火)から11日(金)までにいきいき

福祉課へ（電話申込み可）。
※ 申請できる会場は１つまで。申込み順ではありません。応募期

間終了後に定員を上回った会場は10月15日(火)に抽選。
※ご希望の会場で受講できない方のみ、電話連絡します。

小規模特認校　松伏町立金杉小学校の児童募集！
～町内全域から入学・通学が可能です～

第28回埼葛
人権を考えるつどい
～出会い ふれあい 思いやり～

町内在住の65歳以上の方へ　

いきいき健康体操教室
(介護予防事業)参加者募集

どんな児童が入学・通学できるの？
　町内に在住又は在住予定である児童
令和２年度の入学・通学申請について知りたい！
・ 令和2年1月10日（金）までに、役場第二庁舎２階の

教育総務課で申請（申請書は、教育総務課及び金杉
小学校で配布しているほか、町ホームページからも
ダウンロードできます。）

・ 申請前に、必ず金杉小学校を見学して学校の雰囲気
を知ろう！！（見学日時は金杉小学校に事前予約）

10月24日（木）の学校公開、
10月26日（土）の歌声発表会も見学可能！

令和２年度の募集人数

※申請者数が募集人数を超えた場合は、抽選となります。
中学進学はどうなるの？
　希望により、小規模特認校区の松伏中学校に入学
することができます。

問合せ 教育総務課 学務担当 ☎991-1864
 金杉小学校 ☎991-5000

番号 会　場 時　間
① ふれあいセンターかがやき 9：30～11：30
② 13：30～15：30
③ 赤岩農村センター 9：30～11：30
④ まつぶし緑の丘公園 13：30～15：30

10/30、11/6、13、20、27、12/4、11、18　いずれも水曜日
⑤ 農村トレーニングセンター 9：30～11：30
⑥ 役場本庁舎2階201会議室 13：30～15：30

10/29、11/5、12、19、26、12/3、10、17　いずれも火曜日
⑦ 多世代交流学習館メロディー 9：30～11：30

10/29、11/12、19、26、12/3、10、17、24　いずれも火曜日

入場無料

【 【
学　年 1年 2年 3年 4年 5年 6年
募集
人数

10人
程度

10人
程度

10人
程度

5人
程度

5人
程度

5人
程度
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問合せ いきいき福祉課 高齢介護担当 ☎991-1882



　平成３０年度一般会計及び特別会計の決算が令和元年９月松伏町議会定例会で認定されました。
　主な事業は、小中学校のエアコン設置に係る設計・準備や中間処理場の整備に係る測量・設計の実施など、選択と
集中を徹底しながら、「松伏町第５次総合振興計画」に基づき各事業を実施しました。
　なお、歳入と歳出の差額4億7,599万円については、翌年度へ繰越されます。

【歳入】
○町　税＝ 町民税（個人、法人）、固定資産税、軽自動車

税、町たばこ税
○地方交付税＝ どの市町村でも同じ水準の行政サービ

スが受けられるように、財源を補うた
め国から市町村に交付されるもの

○国県支出金＝ 国や県が使い道を指定して交付する負
担金や補助金など

○地方消費税交付金＝ 国が消費税の一部を地方に交付するもの
○町　債＝ 道路などの公共施設を作るため国や銀行か

らの借入金
○その他＝ 諸収入（学校給食徴収金や県営公園指定管理料収

入など）、分担金及び負担金（保育料など）など

【歳出】
○民生費＝ 子育て支援、保育所運営、障がい者や高齢者

福祉サービスなどの経費
○総務費＝ 庁舎や財産の維持管理、税金の徴収、戸籍管

理、選挙、統計などの経費
○教育費＝ 小中学校や公民館などの運営、維持管理な

どの経費
○公債費＝過去に借り入れた借入金の償還金
○土木費＝ 道路の建設や維持管理、都市計画などの経費
○衛生費＝ 健康増進、疾病予防、環境保全、清掃費など

の経費
○消防費＝消防組合の負担金、防災などの経費
○その他＝農林水産業費、議会費、商工費など

平成30年度決算のあらまし

松伏町の数値 早期健全化基準（松伏町の場合） 財政再生基準
① 実質赤字比率 ― 14.55 20.00
② 連結実質赤字比率 ― 19.55 30.00
③ 実質公債費比率 7.7 25.00 35.00
④ 将来負担比率 22.8 350.00 

　平成３０年度決算を基に算定した数値は下記のとおりです。いずれも早期健全化基準及び財政再生基準以下と
なりました。

※実質赤字額及び連結実質赤字額は発生していないため、数値は算定されません。
※ 健全化判断比率①から④のいずれかが早期健全化判断基準以上となった場合は、自主的に財政の健全化を図る

ため、「財政健全化計画」を策定する必要があります。
※ 健全化判断比率①から③のいずれかが財政再生基準以上となった場合は、国の関与を受けながら財政の再生を

図るため、「財政再生計画」を策定する必要があります。
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一般会計歳入歳出の内訳

健全化判断比率

歳入:86億589万円
（前年度比:△2.0%）

歳出:81億2,990万円
（前年度比:△1.9%）

（単位：％）



○児童手当給付事業 4億5,360万円
○教育・保育給付費等給付事業 4億445万円
○学校給食供給事業 2億5,741万円

○障害福祉サービス支援事業 5億7,148万円
○予防接種事業　 6,661万円
○重度心身障がい者医療費支給事業　 6,165万円

○総合情報ネットワーク整備事業 5,880万円
○戸籍等交付サ－ビス事業 1,919万円
○固定資産税課税事務事業 1,802万円

○可燃ごみ・し尿処理事業 ２億3,494万円
○中間処理場管理運営費 5,305万円
○不燃ごみ処理事業 2,959万円

○農業経営改善事業 1,832万円
○農業用排水路維持管理事業　 1,400万円
○商工業活性化事業 1,208万円

○県営公園指定管理事業 4,893万円
○町道維持管理事業　 4,557万円
○町道拡幅整備事業 4,434万円

○公民館管理運営事業 3,838万円
○体育施設設備管理事業 1,631万円
○多世代交流学習館管理運営事業　 1,026万円

106,417円

276,772円

56,747円

3,669円

4,360円

32,512円

4,085円

歳入:37億8,545万円
歳出:36億6,320万円

歳入:18億9,023万円
歳出:17億3,593万円

歳入:5億9,508万円
歳出:5億8,211万円

歳入:2億9,560万円
歳出:2億9,460万円

歳入:815万円
歳出:783万円

2,386円

104,648円

21,434円

41,355円

41,326円

1,267円

22,979円

5,929円

21,077円

19,415円

町民税

議会費

農林水産業費

教育費

諸支出金

軽自動車税

民生費

土木費

国民健康保険

介護保険

公共下水道事業

後期高齢者医療

農業集落排水事業

固定資産税

総務費

商工費

公債費

町たばこ税

衛生費

消防費
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町民一人当たりが負担した町税
子育て支援
　～未来を担う子どもたちが健やかに育つまちづくり～

健康・福祉・社会保障
　～健康で生きがいをもって暮らせるまちづくり～

行財政運営の充実
　～効率的で質の高い町政運営を進めるまちづくり～

生活環境の充実
　～安全・安心な暮らしのできるまちづくり～

産業振興
　～活気あふれるにぎわいのまちづくり～

生活基盤整備
　～利便性の高い快適空間のまちづくり～

人権・男女共同・地域コミュニティ
　～町民主体の地域コミュニティ豊かなまちづくり～

主な事業は次のとおりです。

町民一人当たりに使われたお金

特別会計　　歳入:65億7,451万円　　　歳出:62億8,367万円

人口/29,374人（平成31年3月31日現在）

問合せ 企画財政課 財政担当 ☎991-1820




